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昭
和
二
十
五
年
春
私
は
近
世
庶
民
史
料
の
調
査
の
た
め
対
馬
に
赴
い
た
。
対
馬
は
大
陸
と
日
本
と
を
つ
な
ぐ
自
然
の
飛
石
で
あ
る
。
そ
れ
は

文
化
的
に
大
陸
と
日
本
と
を
つ
な
ぐ
『
か
け
橋
』
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
日
本
全
体
か
ら
見
る
と
内
地
か
ら
か
け
離
れ
た
辺
境
で
、
し
か

も
相
当
に
大
き
な
島
で
あ
る
。
日
本
の
中
央
か
ら
最
も
遠
い
辺
境
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
相
当
に
高
い
外
国
の
文
化
的
影
薯
を
早
く
か
ら
受
容
し

得
る
地
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
水
田
な
く
碑
角
で
不
毛
の
対
馬
を
、
必
ら
す
し
も
九
州
的
と
は
い
え
ま
い
が
、
辺
境
で
し
か
も
大

陸
に
近
い
と
い
う
九
州
の
特
殊
の
地
位
を
そ
の
ま
4
対
馬
が
模
型
的
に
縮
少
し
て
も
つ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
も
実
際
対
馬
の
地
に
足
を

ふ
み
入
れ
た
私
は
、
そ
こ
に
極
め
て
古
い
、
そ
し
て
純
粋
に
日
本
的
な
民
俗
が
多
ぐ
残
存
し
て
い
て
、
あ
ま
り
に
も
日
本
的
な
の
に
驚
か
さ
れ

た
。
そ
こ
で
は
中
世
的
な
も
の
が
近
泄
に
、
近
世
的
な
も
の
が
近
代
に
生
き
の
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
馬
は
八
つ
の
郷
に
分
れ
て
い
た
°
郷

は
各
藩
の
組
に
あ
た
る
。
一
翻
岡
藩
の
触
・
熊
本
藩
の
手
永
・
久
留
米
藩
の
組
に
該
当
す
る
。
従
っ
て
各
郷
を
監
す
る
奉
役
は
各
藩
の
大
庄
屋
・

対
馬
藩
の
士
埠
制
度
と
貢
租
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対
馬
藩
の
士
池
制
度
と
貢
租

惣
庄
屋
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
各
藩
の
如
く
百
姓
出
身
で
は
な
く
藩
士
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
対
馬
藩
の
特
色
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
各
村
に
下
知
役
な
る
も
の
が
い
た
が
、
こ
れ
は
各
藩
の
村
の
名
主
や
庄
屋
に
あ
た
る
。
し
か
し
こ
れ
も
亦
藩
士
で
あ
り
、
給
人
で
あ
っ

た
。
そ
の
下
に
肝
煎
・
血
判
・
頭
百
姓
が
い
た
が
、
こ
れ
は
各
藩
の
組
頭
（
腎
暉
翫
）
に
当
っ
た
。
し
か
も
彼
等
は
百
姓
出
身
で
は
な
く
、

足
軽
出
身
で
あ
っ
た
。
対
馬
の
藩
士
は
府
士
と
郷
侍
と
に
分
れ
て
い
た
。
郷
侍
は
給
人
で
八
郷
に
散
在
し
て
い
た
。
給
人
・
足
軽
の
居
住
し
な

い
村
は
二
十
五
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
い
か
に
普
ね
く
土
済
し
て
い
た
か
判
ろ
う
。

国
の
統
一
を
さ
ま
た
げ
る
か
ら
、
近
批
籾
頭
の
封
建
再
編
成
に
際
し
こ
れ
の
土
豪
的
性
格
を
消
滅
せ
し
め
、
刀
狩
り
で
刀
を
奪
い
上
げ
て
百
姓

に
し
て
し
ま
う
か
、
然
ら
す
ん
ば
城
下
町
に
集
中
せ
し
め
る
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
対
馬
で
は
武
士
は
そ
の
ま
4
土
惜
し
た
。
武
士
土
旅
の
場

合
、
彼
等
と
村
民
と
の
間
に
巾
泄
の
土
豪
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
領
主
対
領
民
の
支
配
隷
属
の
関
係
の
遺
制
沿
強
く
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
対
馬
で
は
荘
園
制
の
発
達
せ
る
事
実
な
く
、
山
地
礫
角
で
、
土
地
の
領
有
関
係
の
発
逹
は
未
熟
の
朕
態
の
ま
4
停
滞
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

即
ち
対
馬
は
国
衛
領
か
ら
武
家
領
へ
と
直
接
に
う
つ
つ
た
も
の
で
、
荘
園
的
な
領
有
、
本
所
・
領
家
の
関
係
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り

荘
園
は
水
田
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
れ
の
な
い
所
で
は
概
し
て
成
長
し
な
い
し
、
そ
の
内
部
に
は
名
田
の
発
逹
も
な
く
、
階
級
の
分

化
を
も
見
す
、
武
士
的
身
分
の
成
長
を
見
る
こ
と
も
出
来
す
、
小
規
模
な
士
豪
と
し
て
、
大
部
分
は
一
村
中
の
若
干
の
土
地
を
領
有
し
て
、
自

ら
手
作
り
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
在
郷
武
士
の
残
存
は
大
名
の
領
域
た
る
分

対
馬
藩
の
一
般
農
民
は
公
領
を
耕
作
す
る
均
田
農
民
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
対
馬
藩
の
地
分
け
闊
替
制
度
と
合
せ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性

格
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
本
稿
に
於
て
、
ま
す
第
一
に
そ
れ
に
つ
き
論
ぜ
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た
対
馬
の
耕
作
法
は
幼
稚
で
、
肥
料
は
海
禄
を

． 
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対
馬
藩
の
士
池
制
度
と
貢
租

、
、

私
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
第
四
に
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
い
た
。

子
の
存
在
を
許
し
た
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
水
田
面
積
僅
少
の
山
膀
の
対
馬
で
は
、
新
地
開
発
は
、
緊
要
事
で
あ
っ
た
．
よ
か
く
て
猫
額
大
の
土
地
が

新
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
於
て
木
庭
作
と
新
開
と
を
取
扱
え
る
所
以
で
あ
る
。
第
三
に
対
馬
の
地
稜
に
つ
い
て
特
徴
あ
る
制
度
と

し
て
の
間
尺
の
法
に
つ
き
詮
明
を
加
え
、
そ
れ
と
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
蒔
目
・
蒔
高
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
何
斗
蒔
の
田
と
い
う
の

は
古
い
型
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
対
馬
藩
の
土
地
制
度
を
理
解
す
る
た
め
に
は
農
民
の
負
担
と
貢
租
に
つ
い
て
も
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
、
検
地
．
と
地
分
け

慶
長
六
年
に
桧
地
が
行
わ
れ
、
宝
永
十
四
年
に
も
田
畠
改
が
な
さ
れ
た
が
、
全
島
の
総
桧
地
が
行
わ
れ
た
の
は
寛
文
元
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
°
宗
氏
二
十
一
代
義
冥
の
時
代
で
、
大
浦
権
太
夫
が
こ
れ
を
な
し
た
。
桧
地
帳
が
出
来
た
の
は
同
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
厳
原
町
の

支
庁
に
多
数
の
各
村
桧
地
帳
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
時
の
も
の
と
思
う
。
四
尺
八
寸
の
桧
地
竿
を
用
い
、
非
常
に
地
詰
で
あ
っ

た
。
土
地
と
農
村
を
桧
地
帳
に
登
録
す
る
こ
と
は
、
近
泄
封
建
社
会
形
成
上
、
重
要
な
る
意
義
を
有
し
て
い
る
が
、
対
馬
は
狭
少
な
る
耕
地
と

入
り
組
め
る
境
界
、
そ
の
上
兵
農
未
分
化
の
朕
態
を
つ
づ
け
、
朝
鮮
貿
易
の
必
要
か
ら
農
夫
の
夫
役
が
多
い
こ
と
な
ど
の
た
め
、
桧
地
は
極
め
て

重
要
性
を
有
し
た
。
対
馬
に
は
木
庭
作
な
る
燒
畑
の
原
始
的
耕
作
が
行
わ
れ
た
が
、
対
馬
で
は
こ
れ
を
も
亦
普
通
の
田
畑
と
共
に
高
に
入
れ
、

寛
文
の
桧
地
で
は
こ
れ
を
も
亦
課
税
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
上
々
・
上
・
中
・
下
の
品
位
を
わ
け
、
定
免
の
制
に
よ

用
い
、

一
九

一
般
に
木
庭
作
が
行
わ
れ
て
い
た
。
木
庭
作
は
燒
畑
の
一
種
で
、
対
馬
農
業
を
特
色
づ
け
、
ま
た
そ
の
村
落
身
分
と
し
て
の
被
官
・
名
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対
馬
藩
の
士
塩
制
度
と
貢
租

り
二
又
は
三
物
成
、
後
に
は
二
半
に
一
定
し
た
。
叉
す
べ
て
麦
物
成
と
し
、
田
も
亦
こ
れ
に
換
冥
し
、
木
庭
も
亦
田
と
同
様
に
麦
を
も
つ
て
貢

租
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
場
合
の
標
準
は
上
畠
の
物
成
で
、
『
新
桧
上
畠
糾
し
』
と
い
っ
た
°
桧
地
の
結
果
石
盛
が
行
わ
れ
な
い
た
め
、
松
前

藩
同
様
に
、
石
高
何
万
石
と
い
う
称
は
対
馬
藩
に
は
な
く
、
か
く
て
対
馬
藩
は
公
称
草
高
を
も
つ
て
そ
の
格
式
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

麦
大
豆
か
ら
な
る
島
内
の
牧
納
と
島
外
に
於
け
る
飛
地
で
あ
る
田
代
・
浜
崎
か
ら
の
牧
納
二
万
石
と
、
朝
鮮
貿
易
に
よ
る
利
金
に
よ
っ
て
、
対

馬
藩
は
十
万
石
の
格
式
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
初
め
は
武
鑑
に
二
万
石
と
あ
っ
た
位
で
あ
っ
た
が
後
、
宗
家
が
武
鑑
出
版
元
に
交
渉
し
て
改
め

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
徳
川
中
期
以
降
対
馬
藩
は
武
鑑
に
『
十
万
石
以
上
之
格
』
と
し
て
、
十
万
石
以
上
大
名
の
部
の
最
後
に
載
せ
て

鳥
材
正
雄
、
対
馬
見
聞
雑
録
、
）

‘

も
ら
う
の
が
、
常
例
と
な
っ
た
。
（
脈
史
地
理
、
五
一
の
1

―-

桧
地
と
共
に
兵
農
分
離
を
強
行
し
、
寛
文
二
年
十
二
月
二
十
七

H
に
従
来
の
地
方
知
行
を
蔵
前
知
行
に
改
め
、
郷
村
在
住
の
士
の
中
、
大
身

者
は
こ
れ
を
城
下
に
う
つ
し
、
居
城
も
金
石
か
ら
府
中
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
兵
農
未
分
化
の
朕
態
か
ら
脱
し
て
、
上
士
は
府
内
士
と
し
て
城
下

生
活
を
な
し
、
蔽
前
を
も
つ
て
支
給
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
二
百
石
・
百
五
十
石
・
七
十
石
の
別
を
立
て
、
そ
の
知
行
は
現
米
を
代
銀
に
代
え
、

石
銀
と
称
し
た
。
石
銀
は
貞
享
以
後
に
は
朝
鮮
・
九
州
の
買
米
に
て
支
給
し
た
の
で
、
石
米
と
称
せ
ら
れ
た
。

U
5
却
｝
）
こ
の
こ
と
は
商
人
的

な
功
利
的
傾
向
を
城
下
武
士
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
対
馬
源
の
特
色
は
多
数
の
小
身
者
が
な
お
土
瘤
生
活
を
な
し
、
中
泄
的
な

遺
制
を
持
続
し
て
い
た
こ
と
で
、
給
人
・
足
軽
と
し
て
根
強
く
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
城
下
に
勤
役
す
る
代
り
に
、
間
銀
な
る
役
銀

を
寛
文
十
一
年
以
来
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
桧
地
に
も
と
す
い
て
藩
は
一
切
の
耕
地
を
牧
公
し
、
改
め
て
こ
れ
を
猥
民
に
均
分
し
、
且
つ
一
定
の
年
眼
苺
に
割
替
え
る
制
を
と
っ
た
の

―1
0
 



で
あ
る
。

弘
長
務
氏
は
か
つ
て
こ
れ
を
土
地
絞
替
制
度
と
称
せ
ら
れ
た
。
対
馬
で
は
こ
れ
を
『
田
分
け
』
、
『
畑
分
け
』
、
『
山
分
け
』
、
『
木
庭

分
け
』
、
『
鍛
と
り
』
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
対
馬
藩
は
ま
す
水
戸
藩
•
岡
山
藩
•
藤
堂
藩
•
佐
賀
藩
の
如
く
、
土
地
を
牧
公
し
、
憐
民
に

均
等
に
分
配
す
る
、
土
地
分
給
策
を
寛
文
年
間
に
採
用
し
た
。
こ
れ
を
『
士
地
仕
分
け
』
と
い
い
、
叉
『
地
分
け
』
と
い
っ
た
。
当
時
藩
財
政

は
大
阪
出
陣
や
参
観
交
代
や
朝
鮮
信
使
の
こ
と
で
極
度
に
逼
迫
し
て
い
た
。
且
つ
又
府
士
・
給
人
の
知
行
地
と
百
姓
と
の
間
に
は
懸
隔
が
あ

り
、
給
人
領
や
寺
領
•
宮
司
領
は
作
人
即
ち
被
官
・
名
子
を
以
て
耕
作
せ
し
め
た
。
か
く
て
貧
富
の
差
が
大
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
調
整
し
、

藩
財
政
の
基
礎
を
安
固
に
す
る
必
要
か
ら
、
義
其
の
下
で
財
政
改
革
を
行
っ
た
大
浦
権
太
夫
は
大
い
に
各
方
面
に
於
て
経
済
策
を
講
じ
た
も
の

．
で
あ
る
。
朝
鮮
貿
易
の
た
め
に
百
姓
は
輪
送
の
労
力
を
微
集
せ
ら
れ
、
公
役
も
多
か
っ
た
。
治
水
・
猪
鹿
狩
・
信
使
・
参
観
の
公
役
を
全
く
果

せ
じ
め
ん
が
た
め
に
は
、
公
役
人
た
る
百
姓
を
罫
に
『
本
戸
』
と
し
て
安
定
せ
し
め
ね
ば
な
ら
す
、
土
地
を
均
等
に
給
分
す
る
必
要
も
あ
っ

(>)

た
°
寛
文
の
桧
地
・
府
士
の
地
知
行
廃
止
、
定
免
制
は
各
『
本
戸
』
に
均
田
を
保
有
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
『
公
役
銀
』
が

寛
文
三
年
か
ら
初
ま
り
、
銀
七
十
貰
が
百
姓
の
人
頭
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
は
ど
う
し
て
も
百
姓
の
経
済
的
碁
盤
を
確
定
し

て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
種
々
の
原
因
に
よ
っ
て
均
田
制
の
実
施
と
な
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
或
は
寛
文
四
年
に
実
施
さ
れ

た
と
い
い
、
寛
文
十
一
年
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。
陶
山
鈍
翁
の
「
土
穀
談
」
に
は
『
寛
文
十
一
年
二
至
リ
テ
、
百
姓
ノ
地
ヲ
悉
ク
召
シ
上
ゲ

ラ
レ
、
郷
士
郷
百
姓
ノ
知
行
、
神
社
・
仏
寺
ノ
知
行
ノ
外
ヲ
村
地
卜
名
ケ
、
田
畠
上
上
、
上
、
中
、
下
ノ
処
卜
川
端
山
附
ノ
処
ヲ
其
村
ノ
百
姓

ノ
戸
数
ー
ー
応
ジ
テ
、
大
抵
同
ジ
ホ
ド
ー
一
分
チ
、
百
姓
面
々
―
―
受
ケ
持
テ
、
郷
士
モ
小
知
行
ナ
ル
〈
村
地
ヲ
受
ケ
持
―
プ
リ
』
と
説
朋
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
『
公
役
を
勤
候
百
姓
唸
ば
三
十
人
有
之
候
得
ば
、
其
村
領
分
の
田
畑
木
庭
を
三
十
ニ
・
―
―
一
に
分
け
、
其
内
三
十
は
其
村
の
百
姓
三
十

対
馬
藩
の
士
池
制
度
と
貢
租
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人
の
請
込
に
在
り
、
二
つ

1

二
つ
は
村
抱
と
名
附
け
、
村
中
差
寄
り
候
て
、
同
前
に
致
耕
作
、
余
計
の
地
に
仕
り
置
き
候
格
に
て
御
座
侯
』
と
あ

る
。
（
如
彗
鰐
旧

⇒謬
）
村
内
の
田
畑
木
庭
共
に
三
十
ニ
・
三
に
分
け
、
そ
の
中
三
十
は
百
姓
の
請
込
と
し
、
残
り
の
ニ
・
三
を
『
村
抱

え
』
と
称
し
て
村
民
の
協
同
耕
作
地
と
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
村
抱
地
は
次
男
が
別
家
す
る
時
に
割
り
あ
て
ら
れ
、

．
叉
更
に
別
家
が
ま
せ

ぱ
地
面
を
新
た
に
割
り
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
田
畑
木
庭
の
配
分
に
は
割
当
て
を
な
し
た
が
、
耕
地
は
や
は
り
均
等
に
な
り
得
な
い
。
こ
う

し
た
『
地
分
け
』
の
不
同
を
生
じ
た
の
で
『
以
前
制
禁
な
き
時
は
村
中
の
百
姓
云
ひ
合
せ
、
村
下
知
人
、
肝
煎
の
知
れ
る
迄
に
て
内
証
の
地
分

け
を
な
し
』
（
彗
噂
見
畔
呻
鍔
）
と
云
う
具
合
に
『
地
分
け
』
が
内
た
に
行
わ
れ
、
潰
鼈
の
場
合
や
別
家
持
の
時
に
は
割
替
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
耕
地
の
細
分
を
来
す
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
遂
に
元
禄
十
三
年
八
月
に
之
を
禁

5
た
が
、
し
か
も
こ
れ
に
代
つ
て
貢

租
負
担
均
分
の
た
め
に
割
替
に
あ
ら
ざ
る
便
法
が
、
自
然
発
生
的
に
行
わ
る
る
に
至
り
、
こ
れ
は
鮫
替
の
制
度
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
耕
地
を
一
定
の
年
限
毎
に
抽
鍛
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
耕
作
者
の
間
に
交
替
せ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
潰
班
に
課
せ
ら
れ
た
貢
租
は
残

存
村
民
の
共
同
負
担
と
な
り
、
村
抱
地
に
於
け
る
租
税
が
共
同
負
担
と
な
る
が
如
き
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

対
馬
藩
の
土
地
は
、
公
領
・
村
元
地
頭
領
・
給
人
領
・
寺
耽
領
・
足
軽
領
・
肝
煎
領
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
。
地
頭
領
は
特
に
藩
主
か
ら
一

門
及
び
老
臣
に
賜
わ
り
た
る
も
の
で
あ
り
、
給
人
領
は
郷
士
に
賜
わ
り
た
る
も
の
、
寺
祉
領
は
特
に
寺
社
に
寄
附
し
た
る
も
の
，
足
軽
領
は
瑯

村
の
足
軽
・
無
足
に
与
え
ら
れ
た
領
、
肝
煎
地
は
郷
村
の
肝
煎
の
職
務
領
で
あ
る
。
し
か
し
て
大
部
分
の
土
地
は
公
領
で
、
こ
れ
は
寛
文
年
中

に
人
民
の
地
を
牧
公
し
て
均
分
に
土
地
を
分
給
せ
し
も
の
で
あ
っ
た
。
均
田
の
行
わ
れ
た
の
は
『
地
分
け
帳
』
に
の
せ
ら
れ
た
古
田
畑
で
、
新

開
田
畑
は
免
除
さ
れ
て
、
開
墾
者
の
所
有
、
即
ち
個
人
持
と
な
っ
た
。
公
領
は
、
あ
る
年
限
毎
に
、
抽
飯
を
行
っ
て
、
百
姓
の
請
込
地
を
交
替



，
 

し
た
。
抽
紙
の
行
わ
れ
た
土
地
を
、
公
領
地
と
い
い
、
叉
農
中
持
、
公
役
地
、
五
人
組
持
、
共
有
田
な
ど
と
も
い
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
る
資
格

あ
る
も
の
は
『
本
戸
』

『
農
中
』
と
称
す
る
村
民
で
、
『
公
役
人
』
と
も
い
っ
た
。
長
男
が
十
六
オ
に
逹
す
る
と
公
役
人
の
資
格
を
得
た
も
の

で
、
そ
れ
は
元
服
の
終
っ
た
時
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
戸
の
一
戸
あ
た
り
の
配
当
地
を
一
篭
と
い
い
、
そ
の
地
を
耕
作
す
る
こ
と
を
『
請
持
つ
』

と
い
つ
て
、
所
持
・
所
有
と
は
い
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
売
買
譲
渡
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
百
姓
は
一
窟
分
を
配
当
さ
れ
て
耕
作
し
、
そ
の
耕

作
人
を
『
今
作
人
』
と
い
い
、
今
作
帳
を
備
え
て
こ
れ
に
記
載
し
た
。
し
か
も
一
た
ん
割
り
あ
て
ら
れ
た
以
上
、
そ
の
百
姓
の
家
が
絶
え
な
い

限
り
配
当
峨
を
交
替
す
る
こ
と
な
く
、
殆
ん
ど
所
有
権
に
近
い
権
利
を
保
有
し
た
。
た
ゞ
絶
家
の
場
合
に
の
み
下
知
人
よ
り
別
に
人
撰
し
て
、

役
印
あ
る
害
附
を
与
え
て
、
耕
作
せ
し
め
た
。
ま
た
貢
租
が
不
納
な
れ
ば
直
ち
に
之
を
取
戻
し
て
別
人
に
附
し
た
。

(5”
犀
口
）
耕
地
・
木
庭
・

に
不
均
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
別
た
に
一
々
割
替
え
な
い
で
『
振
替
』
に
よ
っ
て
融
通
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
行
わ
れ

て
い
た
ら
し
い
。

本
戸
は
原
則
と
し
て
寛
文
の
「
物
成
帳
」
に
定
め
ら
れ
た
『
公
役
人
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
み
が
旧
来
の
特
権
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
、

外
来
者
に
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
外
来
者
は
定
住
し
て
か
ら
、
幾
年
た
っ
て
も
本
戸
の
仲
間
入
り
を
拒
否
さ
れ
た
。
本
戸
数
が
一
定
し
て
い
た
た

め
箪
な
る
分
家
で
は
鍛
畑
の
配
当
を
う
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
農
中
の
各
員
に
割
当
て
ら
れ
た
持
分
を
『
株
』
と
い
い
、
『
当
り
前
』

『
当
り
田
』

『
一
戸
分
』
と
称
し
た
。
嵌
替
の
年
限
に
は
確
定
せ
る
も
の
と
せ
ざ
る
も
の
と
が
あ
り
、
農
中
よ
り
選
出
さ
れ
た
肝
煎
が
主
と
し

て
こ
れ
が
衝
に
あ
た
っ
た
。
な
お
こ
れ
が
現
存
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
慣
行
に
つ
い
て
は
先
に
弘
長
務
氏
の
実
地
踏
査
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。

（
対
馬
の
士
地
蔽
替
制
度
に
つ
い
て
‘
)

農
業
経
済
研
究
、
第
九
巻
三
＂
方

頭
領
な
ど
で
あ
っ
た
。
し
た
が
つ
て
物
成
も
、
公
領
の
物
成
は
全
高
の
約
六
割
に
当
つ
て
い
た
。

対
馬
藩
の
士
池
制
度
と
貢
租

大
体
、
面
稜
・
間
高
か
ら
見
て
、
全
高
に
対
し
て
公
領
は
約
六
割
で
、
残
余
が
給
人
・
社
寺
領
・
村
々
地
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二

、

木

庭

作

と

新

開

上
述
の
如
く
対
馬
に
は
火
耕
・
木
庭
作
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
。
火
耕
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
な
お
相
当
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
。

九
州
で
は
肥
後
椎
葉
に
お
い
て
、
ま
た
薩
摩
・
大
隅
地
方
に
於
て
行
わ
れ
、
筑
前
に
於
て
も
山
間
部
で
は
幕
末
ま
で
火
耕
が
行
わ
れ
て
い
た
。

対
馬
藩
に
於
て
は
元
緑
の
頃
こ
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
陶
山
鈍
翁
の
諸
著
を
通
じ
て
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
対
馬
の
燒
畑
は
木
庭
と
い
っ
た
。

そ
の
植
付
け
た
作
物
と
火
入
れ
の
時
期
の
相
迩
に
よ
っ
て
、
木
庭
に
種
類
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

し
て
燒
き
、

『
麦
木
庭
』
と
『
蕎
麦
木
庭
』
は
夏
期
に
伐
採

『
粟
木
庭
』
は
四
月
に
伐
採
し
て
燒
い
た
。
同
地
方
は
冬
期
積
雪
が
殆
ん
ど
な
い
か
ら
、
秋
に
草
木
を
伐
採
し
、
翌
年
火
入
れ
を

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
対
馬
が
殆
ん
ど
山
嶽
に
し
て
耕
地
及
び
耕
地
に
適
す
る
地
少
く
、
而
も
概
ね
急
峻
な
る
が
た
め
、

±
域
の
崩
落
に
よ
り
上
活
に
肥
土
な
き
を
以
て
、
古
来
所
謂
火
耕
法
に
よ
り
木
庭
を
伐
開
き
、
枝
葉
及
び
燒
草
を
燒
い
て
そ
の
灰
を
肥
料
と
な

し
、
こ
れ
に
粟
及
び
蕎
麦
の
種
を
ま
い
て
、
そ
の
地
味
の
肥
痔
に
よ
り
二
年
乃
至
三
年
又
は
四
年
木
庭
作
を
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。
大
体
連
作

は
二
年
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
植
附
く
る
作
物
は
粟
・
麦
・
蕎
麦
の
外
、
大
豆
・
小
豆
・
木
綿
で
あ
っ
た
。
縦
に
溝
を
掘
り
、
灌
水
の
途
を

講
じ
た
と
い
う
か
ら
、
文
往
た
肥
料
と
し
て
干
鰯
を
施
し
た
と
も
い
う
か
ら
、
燒
畑
と
し
て
は
進
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
木
庭
作
は
一

見
有
利
な
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
面
積
広
く
種
子
を
要
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
割
に
牧
穫
が
と
も
な
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
麦
種
を
小
鳥

が
喰
い
、
そ
の
成
熟
に
先
つ
て
鹿
が
こ
れ
を
喰
う
こ
と
が
あ
る
た
め
、
予
め
こ
れ
を
見
越
し
て
多
く
の
種
を
ま
い
た
も
の
で
あ
る
。
牧
稜
の
比
率

の
悪
る
か
っ
た
こ
と
は
古
、
来
上
畠
二
石
蒔
と
下
木
庭
五
十
石
と
の
物
成
り
を
同
一
に
算
え
立
て
て
い
る
こ
と
か
ら
で
も
察
す
る
こ
と
が
出
来

1

一
鴎
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る
と
恩
う
。
木
庭
作
の
種
蒔
は
所
謂
投
蒔
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
木
庭
の
最
高
処
に
立
つ
て
種
子
を
投
げ
、
之
を
馬
把
に
て
撒
布
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
木
庭
作
は
、
急
峻
な
る
山
腹
に
木
庭
を
伐
開
く
と
き
、
士
砂
は
風
雨
の
た
め
に
漸
く
崩
落
し
墜
下
し
、
山
林
濫
伐
よ
り
来
る
弊
害

の
原
因
と
な
る
た
め
不
利
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
次
第
に
土
質
が
衰
耗
す
る
の
で
あ
っ
た
。
叉
間
接
的
に
は
、
こ
の
間
簡
易
な
る
耕
作

一
般
の
耕
地
を
粗
略
に
取
扱
う
弊
害
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
陶
山
鈍
翁
は
猪
狩
り
と
共
に
木
庭
作
停
止
の
こ
と
を
策
し
、
同
時
に
こ

れ
に
代
る
に
段
畠
の
奨
励
を
も
つ
て
し
た
c

こ
の
提
案
に
は
幾
多
の
反
対
が
あ
っ
た
が
、
遂
に
藩
の
採
用
す
る
所
と
な
り
、
ま
す
伊
奈
郷
に
之

會

を
実
施
し
、
次
に
仁
位
及
び
其
の
他
の
各
郷
に
之
を
施
行
せ
ん
と
し
た
が
、
終
に
改
良
の
実
を
挙
ぐ
る
に
至
ら
す
し
て
挫
折
し
た
。

木
庭
作
の
如
き
原
始
的
な
農
業
経
営
の
行
わ
れ
る
地
方
に
は
隷
農
制
度
が
隧
伴
す
る
こ
と
が
多
い
。
信
州
の
伊
那
・
肥
後
の
五
箇
荘
・
豊

後
・
筑
前
の
山
間
地
に
於
て
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
対
馬
に
於
け
る
被
官
・
名
子
の
制
度
が
こ
の
燒
畑
耕
作
と
関
係
な
し
と
す
る
こ
と
は
出
来

対
馬
島
誌
、
一
一
四
五
、
―
一
四
六
頁
。

（
日
本
林
制
史
賓
料
、
一
禍
岡
藩
、
厳
原
藩
）

ぬ。対
馬
は
山
膀
で
耕
地
が
少
い
。
藩
は
一
貰
し
て
こ
の
森
山
と
岩
石
で
お
お
わ
れ
た
島
嶼
を
開
発
す
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
か
く
て
新
田
の
開

発
は
大
い
に
奨
励
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
正
徳
年
間
に
次
の
如
き
法
令
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
も
亦
開
発
策
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
鰈
凜

一
、
新
開
方

一
、
を
こ
し
方

対
馬
藩
の
士
池
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と
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御
翌
喜
、
）

宗
家
文
書

に
な
れ
、

／
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右
の
年
数
之
通
所
務
可
被
仰
侯
事

一
、
侍
中
新
ひ
ら
き
仕
候
ば
永
代
作
取
或
加
増
可
被
成
下
事

一
、
田
舎
給
人
新
開
仕
候
ば
御
定
之
通
所
務
仕
年
数
通
候
は
ば
間
役
被
仰
付
永
代
作
取
或
は
加
増
に
可
被
成
下
候
給
人
末
子
ひ
ら
き
方
仕
侯
ば
御
定
之

年
数
の
外
作
取
被
仰
付
給
人
同
前
の
間
役
被
仰
付
足
軽
並
の
投
義
相
勤
候
様
に
被
仰
付
候
事

一
、
町
人
並
百
姓
ひ
ら
き
方
仕
候
ば
御
定
之
通
所
務
年
数
通
候
ば
年
貢
上
納
候
様
に
可
被
仰
付
候
事

一
、
お
こ
し
方
願
之
者
有
之
候
ば
郡
奉
行
方
に
而
吟
味
仕
数
年
捨
居
候
所
は
見
合
申
付
候
様
に
被
仰
侯
事

巳
二
月
十
七
日

こ
れ
は
新
開
と
『
を
こ
し
』
（
発
）
に
分
け
て
い
る
が
、
『
を
こ
し
』
は
埋
立
・
干
拓
地
で
あ
る
と
恩
う
。
新
開
方
•
お
こ
し
方
に
は
一
糠
の
鍬

下
年
期
を
お
い
て
、
年
貢
上
納
を
免
除
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
い
ま
宗
家
（
萬
松
院
）
文
書
を
見
る
に
、
佐
須
郷
小
茂
田
の
開
田
、
同
郷
久
根

の
開
田
を
挙
げ
て
い
る
。
開
田
に
対
し
て
千
出
・
潮
入
千
出
と
い
う
土
地
も
あ
っ
た
。

規
定
し
て
い
る
。

『
一
、
奉
役
村
下
知
人
有
之
村
之
千
出
之
開
き
致
成
就
候
時
は
田
に
而
も
晶
に
而
も
其
開
き
十
分
ー
ノ
内
五
つ
は
奉
役
被
成
下
三
つ
は
村
下
知
人
に
被
成

下
二
つ
は
肝
煎
中
可
被
成
下
候

一
、
奉
役
居
村
に
而
無
之
村
之
千
出
之
開
き
致
成
就
候
時
は
其
開
の
十
分
の
一
の
内
を
前
之
格
に
て
下
知
の
役
人
に
可
被
成
下
候

白

水

杢

兵

衛

殿

幾

度

沢

右

衛

門

殿

以
上

,I ． 

露
隷
嗜
）
こ
の
文
饗
は
開
田
の
褒
美
を
次
の
如
く

大

浦

忠

左

衛

門

―

-1̂ 
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宝
暦
五
乙
亥
年
一
ー
一
月

一
、
肝
煎
下
知
之
村
々
千
出
々
開
致
成
就
候
時
は
其
開
き
の
十
分
の
一
の
内
を
前
之
格
に
而
五
つ
は
奉
役
に
被
成
下
二
つ
は
肝
煎
に
可
被
成
下
候

一
、
千
出
之
御
開
き
に
付
其
村
々
百
姓
農
隙
に
相
務
候
苦
労
之
御
褒
美
に
は
田
に
而
も
晶
に
て
も
五
ケ
年
之
間
作
り
取
り
に
被
仰
付
一
ケ
所
の
内
に
而

も
段
々
可
致
成
就
候
内
へ
成
就
の
分
段
々
と
五
ヶ
年
作
り
販
り
に
可
被
仰
付
候

ま
た
『
町
人
百
姓
の
開
き
方
は
十
年
作
り
取
り
に
被
仰
付
、
越
し
方
は
五
年
作
り
置
に
被
仰
付
候
御
法
に
而
侯
』
と
あ
る
。

＇

浅
茅
湾
の
北
側
に
て
深
く
込
り
こ
ん
で
い
る
仁
位
村
は
仁
位
川
の
流
れ
こ
ん
で
い
る
地
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
二
十
分
程
遡
る
と
仁
位
の
部

そ
こ
に
は
対
馬
と
し
て
は
珍
し
く
相
当
に
広
い
水
田
が
つ
づ
い
て
い
る
。

が
、
こ
れ
は
宗
家
の
特
別
の
は
か
ら
い
で
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
久
保
山
氏
か
ら
同
家
に
伝
わ
る
文
書
を
拝
見
し
、
眼
輻
を
得

た
。
久
保
山
氏
は
田
代
か
ら
来
た
農
師
の
子
孫
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
の
『
御
開
所
』
を
な
し
た
技
術
者
で
あ
っ
た
。
久
保
山
家
は
無
足
足
軽
と

し
て
、
こ
の
地
で
つ
づ
い
て
来
ら
れ
た
家
柄
で
あ
る
。

1

一七

晨

師

惣

右

衛

門

御
郡
奉
行

息

『
は
路
ふ
御
開
所
の
内
田
畠
共
に
親
惣
右
衛
門
よ
り
作
来
り
侯
場
所
之
儀
惣
右
衛
門
仁
位
村
御
開
所
の
内
農
師
田
代
表
よ
り
被
召
呼
是
迄
無
滞
相
勁
田

作
之
仕
形
委
舗
相
成
り
候
依
功
に
右
作
り
来
候
通
其
方
子
孫
迄
も
永
作
人
に
申
付
是
迄
之
通
諸
公
役
勤
差
免
た
る
農
作
方
令
出
精
御
物
成
り
無
滞
司

相
納
候
依
之
は
路
ふ
御
開
之
七
年
石
垣
之
か
い
石
な
ど
之
手
入
を
申
付
候
間
無
憬
怠
可
相
勤
候
若
か
い
石
等
之
仕
形
不
沙
汰
に
於
有
之
者
急
度
申
付

け
給
候
所
可
有
之
候
條
無
油
断
可
精
勤
者
也

仁
位
村
御
開
所

こ
れ
を
『
殿
様
開
き
』
と
い
う
由
を
聞
か
さ
れ
た

し=a
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馬
藩
の
士
埠
制
度
と
貢
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以
上
に
よ
っ
て
田
代
出
身
の
農
師
惣
右
衛
門
が
は
路
ふ
開
所
に
努
力
し
、
そ
の
子
孫
が
永
作
人
に
な
っ
た
こ
と
が
判
る
。
な
お
久
保
山
家
の

系
図
を
見
る
に
~
惣
右
衛
門
は
肥
前
田
代
園
部
郷
皮
蔀
石
村
田
地
七
拾
八
反
拾
八
畝
拾
八
歩
を
所
領
す
る
百
姓
久
保
山
三
郎
右
衛
門
の
長
男
で

あ
っ
た
。
明
和
五
年
十
月
十
二
卒
。
系
図
に
は
『
北
頃
当
地
偏
僻
き
プ
田
耕
ノ
道
精
シ
カ
ラ
ズ
只
請
作
ノ
ミ
ヲ
専
ラ
ー
ー
シ
テ
田
耕
ノ
法
委
ク
知
ル

者
甚
稀
也
依
之
国
命
ヲ
蒙
田
代
ョ
リ
被
召
呼
享
保
九
甲
辰
年
当
地
仁
位
村
＿
＿
於
テ
先
ツ
開
発
耕
作
之
赦
先
ヲ
設
ケ
ラ
レ
其
法
ノ
数
農
師
被
仰
付

一
村
ノ
農
戸
追
々
其
道
—
—
習
熟
セ
シ
メ
シ
処
ョ
リ
公
命
ヲ
請
テ
当
邑
ノ
住
居
卜
成
ル
加
之
各
郷
各
邑
田
地
ヲ
有
ス
ル
輩
何
レ
全
田
耕
ノ
法
ヲ
地

人
ー
ー
授
各
戸
粒
食
ヲ
得
ル
事
ヲ
喜
プ
事
農
人
偏
ク
聞
知
ス
ル
所
ナ
ピ
＾
抜
ー
ー
詳
セ
ズ
僅
カ
ー
ー
其
大
旨
ヲ
述
プ
』
と
あ
る
。
次
代
の
惣
兵
衛
は
耕

作
に
つ
と
め
、
明
和
十
亥
年
に
．『
永
々
諸
公
役
並
開
発
ノ
田
晶
壱
石
二
斗
六
升
蒔
余
ヲ
以
―
プ
永
作
人
ー
一
被
仰
付
』
れ
た
。
三
代
目
の
拾
右
衛
門

は
耕
作
精
勉
の
故
を
以
て
『
無
足
足
軽
』
と
な
り
、
四
代
目
の
作
左
衛
門
は
文
政
二
年
御
先
手
役
方
附
足
軽
と
な
り
、
文
政
丙
午
年
奉
役
方
足

軽
と
な
り
、

一
生
無
役
給
人
と
な
り
、
文
政
九
年
に
は
給
人
と
な
っ
た
。
五
代
の
作
右
衛
門
は
知
行
四
寸
壱
歩
参
厘
五
毛
七
を
賜
つ
て
い
る
。

百
姓
か
ら
遂
に
給
人
に
ま
で
昇
格
し
た
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
家
に
つ
た
わ
る
御
害
附
な
る
一
巻
十
四
通
の
文
書
を
も
つ
て
も
よ
く
伺
い
知

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

間
高
と
い
う
の
は
間
尺
寸
分
撮
を
以
て
表
す
土
地
の
箪
位
で
、
対
馬
藩
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
面
積
を
示
す
箪
位
で
は
な
く
、
実

は
石
高
の
変
態
で
あ
っ
た
。
対
馬
藩
で
は
土
地
を
田
・
・畠
・
木
庭
の
三
つ
に
分
ち
、
そ
の
各
々
を
亦
上
々
・
上
・
中
・
下
の
四
つ
に
分
つ
て
い

ニ
八
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た
の
で
あ
る
。
間
尺
は
土
地
の
牧
穫
高
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
箪
位
で
あ
っ
て
、
麦
二
十
二
石
八
斗
を
産
す
る
土
地
が
一
間
で
あ
る
。

は
四
尺
に
あ
た
り
、
そ
れ
以
下
は
寸
分
厘
で
細
か
く
、
十
進
法
で
き
ざ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
対
馬
は
水
田
が
乏
し
い
の
で
多
く
は
麦
が
作

ら
れ
て
い
た
。
か
く
て
作
物
の
標
準
は
麦
で
、
米
作
地
に
つ
い
て
は
二
対
一
の
比
に
当
つ
て
い
た
。
即
ち
米
十
一
石
四
斗
を
産
す
る
土
地
が
一

間
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
々
田
一
町
一
石
蒔
、
上
々
畠
一
町
一
石
五
斗
蒔
の
牧
稜
麦
を
二
十
二
石
八
斗
と
し
、
こ
れ
を
様
準
と
し
て
、
田
畑

木
庭
の
別
な
く
、
蒔
種
の
量
だ
け
引
い
た
残
高
が
丁
度
右
に
相
当
す
る
麦
を
生
産
す
る
土
地
を
一
間
と
称
し
た
。
い
つ
か
ら
間
尺
の
方
法
が
用

い
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
慶
長
元
和
の
頃
か
ら
石
高
の
代
り
と
し
て
用
い
ら
れ
初
め
た
ら
し
い
。
し
か
し
こ
れ
が
は
つ
き
り
し
た
形
で

，
定
め
ら
れ
た
の
は
寛
文
の
時
か
ら
ら
し
い
。
こ
の
桧
地
の
時
二
千
三
百
八
十
八
丁
九
畝
十
五
歩
の
全
耕
地
の
間
高
が
千
一
壬
日
九
十
五
間
一
尺
二

寸
六
分
で
、
そ
の
中
畠
木
庭
方
千
百
五
十
九
間
一
尺
二
寸
七
分
六
厘
、
田
方
百
六
十
間
一
尺
三
寸
七
分
、
茶
方
七
十
五
間
二
尺
七
寸
一
分
四
厘

と
な
っ
て
い
る
。
間
尺
法
は
蒔
高
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
蒔
目
・
蒔
高
を
も
つ
て
、
何
斗
蒔
の
田
、
何
升
蒔
の
畠
と
い
う
こ
と
は
全
国

で
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
何
も
対
馬
だ
け
の
特
例
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
土
地
の
広
い
狭
い
、
即
ち
地
秩
を
あ
ら
わ
す
方
法
に
は
種
々
あ
る
。

、、
第
一
は
面
積
そ
の
も
の
で
表
わ
す
方
法
で
、
町
段
歩
と
い
う
具
合
に
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
六
尺
平
方
を
一
歩
と
し
、
三
百
六
十
歩
を
一

段
、
十
段
を
一
町
と

守す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
は
大
中
小
の
小
割
が
あ
っ
た
。
大
は
二
百
四
十
歩
、
中
は
百
八
十
歩
、
小
は
百
二
十
歩
と
す
る
も
の

で
、
こ
の
小
割
は
六
進
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
町
段
歩
は
秀
吉
の
時
に
一
段
三
百
六
十
歩
が
、
一
壬
日
歩
と
な
り
、
そ
の
小
割
も
大
が
三
百
歩
、
中
が
百

五
十
歩
、
小
が
百
歩
と
な
っ
た
。
五
進
法
で
あ
る
。
ま
た
秀
吉
は
畝
の
称
を
も
用
い
、
町
段
畝
歩
と
な
っ
た
。
ま
た
町
段
歩
の
外
に
『
代
』
が
古
く
か

ら
あ
っ
た
。
こ
れ
は
多
く
中
国
・
四
国
・
九
州
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
一
代
は
一
段
の
五
十
分
の
一
に
あ
た
っ
た
。
五
十
代
が
一
段
で
あ
っ
た
。

対
馬
藩
の
士
池
制
度
と
貢
租

一
間
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、
、

第
二
は
生
産
額
に
よ
つ
て
地
積
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
最
も
古
い
も
の
は
苅
称
、
即
ち
何
束
何
把
苅
と
い
う
束
把
の
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

近
江
・
越
前
か
ら
出
利
に
か
け
て
の
日
本
海
沼
岸
に
多
く
行
わ
れ
た
。
十
把
で
一
束
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
六
把
で
一
束
の
所
も
あ
っ
た
。
ま

た
貰
称
と
い
つ
て
何
百
何
十
何
貰
何
十
何
文
と
し
て
土
地
の
広
さ
を
表
示
し
た
所
も
あ
っ
た
。
通
常
田
の
年
貢
は
米
で
納
め
、
畠
の
地
子
は
銭

で
納
め
た
の
で
、
貰
高
を
持
つ
て
畠
か
ら
田
ま
で
も
表
わ
す
に
至
っ
た
。
関
東
地
方
で
多
か
っ
た
が
、
室
町
時
代
に
は
西
国
で
も
行
わ
れ
た
。

大
体
一
段
が
七
・
八
百
文
位
で
あ
っ
た
。
こ
の
貰
称
は
生
産
額
に
よ
る
表
現
で
は
あ
る
が
、
生
産
額
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
賦
課
額
で
あ
っ

た
。
永
高
は
永
業
銭
で
表
わ
し
、
永
業
銭
二
分
一
、
鋭
銭
二
分
の
一
の
納
法
で
あ
っ
た
。
石
称
は
何
百
何
十
何
石
何
斗
何
升
何
合
と
い
う
風
に

土
地
の
広
さ
を
表
わ
す
も
の
で
、
田
地
に
於
て
ま
す
行
わ
れ
た
。
こ
の
方
法
は
近
畿
か
ら
初
ま
つ
て
、
秀
吉
に
よ
っ
て
全
国
的
に
さ
れ
た
。
な

お
石
称
に
似
た
も
の
に
俵
称
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
室
町
時
代
か
ら
甲
信
地
方
に
於
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

／
 

一
反
を

一
駄
を
二
俵
と
し
、
駄
を
も
つ

て
算
え
る
駄
称
で
あ
る
。

‘

、
、

第
三
は
投
資
し
た
種
に
よ
る
計
算
方
法
で
あ
る
。
蒔
称
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
九
州
の
南
端
か
ら
東
国
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
土
地
の
広
狭
を

表
わ
す
に
何
斗
何
升
何
合
蒔
と
い
う
呼
方
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
種
籾
に
よ
る
方
法
で
、
畠
に
て
も
田
に
て
も
行
わ
れ
た
。
大
休
一
段
一
斗
蒔

か
ら
三
斗
蒔
位
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
東
北
地
方
に
多
い
刈
高
、
そ
の
他
辺
境
山
間
部
に
多
い
投
高
、
掴
高
、
狐
高
と
共
に
石
高
に
対
し
て
特
殊
の

由
来
を
も
つ
て
い
る
。
（
戸
翌
疇
ぶ
疇
ぎ
↓
認
い
彗
）
こ
の
方
法
が
対
馬
で
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
対
馬
で
は
こ
れ
が
桧
地
帳
に

も
は
つ
き
り
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
輩
に
民
間
の
慣
用
で
は
な
く
、
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
家
で
は
一
畝
を
一
升
、

一
町
を
一
石
蒔
と
定
め
、
何
斗
下
ろ
し
、
何
升
下
ろ
し
と
唱
え
て
来
た
。
し
か
し
蒔
高
は
税
法
と
し
て
は
不
便
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ

-
0
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対
馬
の
よ
う
に
山
地
が
多
く
、
耕
地
が
細
分
さ
れ
て
お
り
、
木
庭
の
よ
う
に
目
分
董
で
蒔
目
を
定
め
、
面
積
も
牧
穫
高
も
一
定
し
て
い
な
い

一
切
を
之
に
換
算
し
て
、
敢
て
土
地
の
広
狭
、
牧
穫
物
の
相
述
を
立
て
ぬ
こ
と
が
課
税
上
便
利

こ
れ
に
つ
い
て
は
大
竹
虎
雄
氏
が
、
「
対
州
郷
付
帳
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
（
疇
疇
虹
望
翫
記
嗜
）

め
ら
れ
て
い
て
精
密
な
標
準
が
た
っ
て
い
た
。

上
々
田
ハ
壱
町
ヲ
壱
間
卜
定
メ
種
蒔
壱
石

式
段
五
畝
＾
壱
尺
式
畝
拾
歩
ハ
壱
寸
七
歩
ハ
壱
分

上
田
ハ
壱
町
五
段
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
壱
石
五
斗

参
段
七
畝
五
歩
ハ
壱
尺
参
畝
式
拾
式
歩
ハ
壱
寸
拾
壱
歩
ハ
壱
分

中
田
ハ
式
町
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
式
石

五
段
ハ
壱
尺
五
畝
ハ
壱
寸
拾
五
歩
ハ
一
分

下
田
ハ
参
町
五
段
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
一
＝
石
五
斗

八
段
七
畝
拾
五
歩
ハ
壱
尺
八
畝
式
拾
五
歩
＾
一
寸
式
拾
六
歩
〈
一
分

上
々
畠
ハ
壱
町
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
壱
石
五
斗

式
段
五
畝
ハ
壱
尺
式
畝
拾
五
歩
ハ
壱
寸
七
歩
ハ
一
分

上
晶
ハ
壱
町
一
ー
一
段
一
一
一
畝
拾
歩
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
式
石
参
段
参
畝
拾

歩
＾
壱
尺
参
畝
拾
歩
ハ
壱
寸
拾
歩
ハ
壱
分
中
晶
ハ
式
町
一
一
一段
一
一
一
畝

対
馬
藩
の
士
地
制
度
と
貢
租

所
で
は
、
上
田
上
畠
の
牧
稜
高
を
標
準
と
し
、

な
の
で
あ
っ
た
。

＇
拾
歩
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
参
石
五
斗
五
段
八
畝
拾
歩
＾
壱
尺
五
畝

式
拾
五
歩
ハ
壱
寸
拾
七
歩
ハ
壱
分
下
晶
ハ
六
町
六
段
六
畝
式
拾
歩

ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
拾
石

壱
町
六
段
六
畝
式
拾
歩
ハ
壱
尺
壱
段
六
畝
式
拾
歩
ハ
壱
寸
壱
畝
式
拾

歩
ハ
一
分

上
々
木
庭
ハ
拾
参
町
参
段
参
畝
拾
歩
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
式
拾
石

参
町
参
段
参
畝
拾
歩
ハ
壱
尺
参
段
参
畝
拾
歩
ハ
壱
寸
参
畝
拾
歩
ハ
一

分
拾
歩
ハ
壱
厘

．

上
木
庭
ハ
拾
六
町
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
式
拾
四
石
四
町
ハ
壱
尺
四

段
ハ
壱
寸
四
畝

が
壱
分
拾
式
歩
ハ
壱
厘
中
木
庭
ハ
式
拾
弐
町
六
段

六
畝
式
拾
歩
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
参
拾
四
石
五
町
六
段
六
畝
式
拾

歩
ハ
壱
尺
五
段
六
畝
式
拾
歩
ハ
壱
寸
五
畝
式
拾
歩
ハ
壱
分
拾
七
歩
ハ

に
代
つ
て
又
は
そ
れ
と
共
に
前
記
の
間
尺
の
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

即
ち
定
率
が
定



た
「
対
馬
島
誌
」
に
は
次
の
如
き
表
を
か
か
げ
て
い
る
。

1
1
8

、OOOvp-
,.
J!P!J 
2
1
i
t
J
6
v
(
6
J
i
t
¥
2
0
f
f
e
 

4
.0
 

．
 

0
.0
0
0
5
 

L
即
ー
涼
0

栞
皿
斉
出
ミ
•
!
!
P
!
J
o
.o
o
0
5
5
袢
が
舟

B
L
A

が
二
牛
即
ち
出
来
高
の
四
分
の
一
の
貢
租
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

位
に
よ
っ
て
換
算
す
る
こ
と
が
出
来
、
こ
れ
を
『
上
畠
廻
し
』
と
い
っ
た
。

即
ち
上
々
田
・
上
々
畠
は
壱
町
で
あ
る
。
上
畠
の
壱
間
は
一
町
三
段
三
畝
十
歩
で
、
蒔
種
は
二
石
で
あ
る
。
即
ち
上
畠
一
間
は
四
千
歩
（
坪
）

に
当
る
。
上
畠
の
面
積
を
間
尺
で
表
わ
す
と
四
千
歩
（
坪
）
が
一
間
で
あ
る
か
ら
、
千
歩
が
一
尺
、
百
歩
が
一
寸
、
十
歩
が
一
分
、

と
な
る
。
総
べ
て

r
o
u
n
d
n
u
m
b
e
r
で
あ
る
。
か
く
て
各
種
の
土
地
の
牧
穫
と
面
積
と
の
比
は
頗
る
複
維
で
あ
っ
て
も
、
総
べ
て
上
畠
の
箪

な
お
大
竹
氏
の
計
算
を
見
る
に
次
の
如
く
な
っ
て
い
る
。
『
そ
こ
で
此
処
に
七
石
を
蒔
付
く
べ
き
中
畠
が
あ
っ
た
と
す
る
。
之
を
上
畠
に
引

直
し
て
見
る
と
蒔
目
及
面
積
は
如
何
と
い
う
に
、
中
畠
の
蒔
目
は
一
間
に
付
麦
三
石
五
斗
、
上
畠
蒔
目
は
一
間
に
付
麦
二
石
で
あ
る
か
ら
、

3
.
5
(

丑
[
l至
0
柔
H
)

7
.0
"
G
-
+＇ 

2
.0
 
(」ぃ

H
ー
「
』

0
栞
H
)

1
1
4
.0
 
(」ぃ

mm-kg-戸
[
L`
芯
＂
心
翠

H
)

（
大
竹
虎
雄
、
酸
原
藩
の
間
尺
法
、
）
。
ま

農
業
経
済
研
究
、
第
四
巻
i-K方

と
い
う
計
算
に
な
り
、
七
石
を
蒔
付
く
べ
き
中
畠
の
面
秋
は
八
千
坪
に
当
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
』

壱
腫
下
木
庭
＾
参
拾
参
町
参
段
参
畝
拾
歩
ヲ
壱
間
卜
定
メ
蒔
種
五

拾
石

対
馬
藩
の
士
塩
制
度
と
貢
租

八
町
一
一
一
畝
拾
歩
ハ
壱
尺
八
段
参
畝
拾
歩
ハ
壱
寸

八
畝
拾
歩
ハ
壱
分
式
拾
五
歩
ハ
壱
厘

一
坪
が
一
厘

ー
間
が
四
尺
で
あ
る
わ
け
は
判
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
は
定
免
の
率



同上同 J::同下同中同上同上

木
々 等

木
々

庭 庭 畠 畠畠畠級

壱 壱 壱 壱 壱 壱 壱 壱壱壱壱壱間
尺間尺間尺間尺間尺間尺間尺

坪

数
――-、

0
0
0

七
五
〇

四、
0
0
0

一、

0
0
0

七、
0
0
0

一
、
七
五
〇

―1
0
、0
0
0

五、

0
0
0

四
0
、0
0
0

1
0
、0
0
0

四
八
、

0
0
0

,-―-、
0
0
0

こ
れ
に
よ
っ
て
上
畠
廻
し
を
す
れ
ば
五
石
蒔
の
下
畠
は
二
尺
に
相
当
す
る
を
以
て
上
畠
廻
し
一
石
と
し
、
或
は
上
々
田
一
二
石
蒔
は
三
間
な
る

に
よ
り
上
畠
廻
し
六
石
と
し
、
下
．木
庭
十
石
蒔
は
一
間
の
五
分
の
一
即
ち
八
寸
で
あ
る
か
ら
上
畠
廻
し
四
斗
と
な
る
の
で
あ
る
。

ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

『
上
畠
廻
し
』
と
間
高
と
は
対
馬
の
農
業
朕
態
に
き
わ
め
て

魯
町
豊
村
、
洲
）

な
お
「
公
義
御
役
人
様
方
御
巡
桧
に
付
御
覚
書
」
中
に
次
の
如
く
誌
さ
れ
て
い
る
。
ご
河
家
文
書

『
当
国
之
鏃
中
古
以
来
町
反
之
名
目
無
御
座
間
尺
と
唱
来
候
木
庭
之

儀
他
国
に
而
は
伐
り
畠
と
申
候
由
に
御
座
候
木
を
切
置
枝
葉
の
枯
た

る
を
燒
き
其
は
い
を
養
に
い
た
し
候
而
諸
作
を
仕
付
候
故
伐
晶
と
申

対
馬
藩
の
士
地
制
度
と
貢
租

仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝 仝仝仝仝麦種

種

蒔

量

―'五

0
0

,

――
―七
五

二、

0
0
0

、

五

0
0

――
-、五

0
0

八
七
五

1
0
、0
0
0

二
、
五

0
0

―1
0
、0
0
0

五、
0
0
0

．
二
四
、

0
0
0

六、

0
0
0

候
由
当
国
に
て
は
以
前
よ
り
木
庭
と
申
し
候
由
畠
木
庭
の
間
尺
蒔
目

之
法

一
、
上
々
田
壱
間
は
一
町
蒔
種
壱
石
、

同下同中同上同上同下同中

々木木

田庭庭田 田 田

壱壱壱壱壱壱壱 壱壱壱壱壱
尺間尺間尺間尺間尺間尺間

六
八
、

0
0
0

一七、
0
0
0

1
0
0
、0
0
0

二
五
、

O
O
G

二、
0
0
0

五

0
0

.
――
-、
0
0
0

七
五
〇

四、

0
0
0

一
、
0
0
0

七、

0
0
0

一
、
七
五
〇

一
歩
に
一
―
―
分
一
一
一
才
蒔

仝仝仝仝仝仝仝 仝仝仝仝仝

三
四
、

0
0
0

八
、
五

0
0

五
0
、0
0
0

――-、五

0
0

一、
0
0
0

――五

0

一、五

0
0

――
―七
五

―-、
0
0
0

五
0
0

――
-、五

0
0

八
七
五



対
馬
藩
の
士
塩
制
度
と
貢
租

一
、
上
田
壱
間
は
一
町
五
反
程
r

蒔
種
壱
石
五
斗
程

一
、
中
田
壱
間
は
一
一
町
程
、
蒔
種
二
石
程

一
、
下
田
壱
間
は
一
一
一町
五
反
程
、
蒔
種
一
＝
石
五
斗
程

一
、
上
々
晶
壱
間
は
一
町
蒔
種
壱
石
五
斗
、
壱
歩
に
五
勺
蒔

一
、
上
晶
壱
間
は
一
町
一
＝
反
一
＝
畝
程
、
蒔
種
二
石

一
、
中
畠
壱
間
は
二
町
二
反
二
畝
、
蒔
種
一＝
石
五
斗
程

一
、
下
晶
壱
間
は
六
町
六
反
六
畝
、
蒔
種
十
石
程

一
、
上
々
木
庭
壱
間
は
拾
一
一
一町一＝反一一
一畝
程
、
蒔
種
二
拾
石
程
壱
匁

五
勺
蒔

一
、
上
木
庭
壱
間
は
十
六
町
程
、
蒔
種
二
拾
四
石
程

一
、
中
木
庭
壱
間
は
二
十
二
町
六
反
程
、
蒔
種
一
一
一拾
四
石
程

一
、
下
木
庭
壱
間
は
一
一
一拾一ー
一町
三
反
程
、
蒔
種
五
拾
石
程

一
、
上
々
木
庭
は
拾
に
分
ち
十
ケ
年
に

l

逼
作
之

一
、
上
木
庭
は
十
二
に
分
ち
十
ニ
ケ
年
に
一
逼
作
之

一
、
中
木
庭
は
十
七
に
分
ち
十
七
ケ
年
に
一
逼
作
之

一
、
下
木
庭
は
一
一
拾
五
に
分
ち
―
―
拾
五
ケ
年
に
一
逼
作
之

上
々
、
上
、
中
、
下
共
壱
間
は
作
り
地
毎
年
一
町
一
＝
反
程

右
の
涌
御
座
候
故
上
々
田
上
々
畠
●
壱
町
を
壱
間
と
定
め
其
次
之

田
晶
並
木
庭
は
蒔
種
を
引
除
候
作
得
大
体
上
々
田
は
晶
壱
町
之
作
得

程
に
候
処
を
壱
間
と
定
め
申
し
た
る
法
に
て
御
座
候
様
に
相
見
申
候

四
尺
を
壱
間
と
定
め
候
段
如
何
様
之
故
共
相
知
不
申
候
出
来
高
の
四

歩
壱
を
年
貢
に
納
候
大
法
に
而
二
つ
半
程
之
免
と
申
伝
候
故
間
の
数

を
用
候
と
申
説
も
御
座
候
得
共
悔
成
像
は
相
知
不
申
と
御
返
答
可
被

申

上

候

事

』

な
お
地
の
位
を
定
め
る
こ
と
は
地
味
の
良
否
、
耕
作
上
位
置
の
便
否
、
蛾
勢
の
関
係
等
を
比
較
し
て
決
定
す
る
た
め
に
そ
の
村
に
よ
り
標
準

を
立
て
た
。
上
縣
の
上
付
は
下
縣
に
て
の
上
た
位
、
下
郷
の
上
位
は
上
郷
の
中
位
と
い
う
具
合
に
一
様
で
な
か
っ
た
。

ま
た
木
庭
に
つ
い
て
は
前
に
も
引
用
せ
る
如
く
木
庭
の
一
間
は
上
た
四
万
坪
畜
上
四
万
八
千
坪
、
中
六
万
八
千
坪
、
下
十
万
坪
で
あ
る
が
、

之
を
各
四
千
坪
（

□彗
噌
）
宛
に
区
別
す
る
と
き
は
、
上
々
は
十
区
、
上
は
十
二
区
、
中
は
十
七
区
、
下
は
二
十
五
区
と
な
っ
た
。
此
一
区

宛
を
一
年
に
伐
開
く
と
き
は
上
々
は
十
年
≫
上
は
十
二
年
、
中
は
十
七
年
、
下
は
二
十
五
年
と
な
っ
た
。
か
く
て
こ
れ
を
『
十
年
荒
し
』

二
年
荒
し
』
と
い
っ
た
。
即
ち
木
庭
地
味
の
肥
痔
に
よ
り
、
肥
え
た
る
は
僅
か
の
年
限
に
て
伐
開
き
、
痔
せ
た
の
は
長
年
荒
し
て
お
い
て
、
休

ま
せ
て
お
い
た
の
で
あ
る
。

四

『+



｀
 

四

、

貢

租

と

負

担

＼
 

一五

上
述
の
如
く
対
馬
藩
で
は
万
治
三
年
よ
り
寛
文
三
年
に
わ
た
り
、
確
実
な
る
貢
租
牧
入
の
基
準
た
る
べ
き
桧
地
を
完
了
し
、
田
畠
木
庭
を
上

々
•
上
・
中
・
下
の
四
陪
暦
に
区
別
し
た
。
こ
れ
を
『
新
桧
上
畠
娼
し
』
と
い
う
。
寛
文
二
年
に
は
府
士
の
地
知
行
を
廃
止
し
、
寛
文
四
年
租

法
を
定
免
と
し
、
村
に
つ
い
て
租
を
課
し
、
更
に
之
を
公
有
と
し
、
一
部
の
村
に
て
は
民
戸
に
応
じ
て
均
田
の
制
を
と
っ
た
。
定
免
の
法
に
て
は

二
又
は
三
物
成
、
後
に
は
二
半
に
一
定
し
た
。
古
来
対
馬
の
農
業
は
畠
の
麦
作
を
主
要
と
し
、
水
田
米
作
は
僅
少
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
べ
て
麦
物

成
と
し
た
。
田
も
亦
こ
れ
に
て
換
算
し
た
。
木
庭
も
亦
田
と
同
様
麦
を
以
て
貢
租
を
賦
課
し
た
o

[

覚
害
」
に
は
『
定
物
成
之
分
を
毎
年
相
納

も
凶
年
に
は
拾
り
を
請
申
候
定
物
成
は
二
つ
半
程
の
免
に
当
り
居
り
候
』
と
あ
る
。
又
佐
誰
村
の
佐
護
家
で
披
見
し
た
一

B

記
録
に
は
『
穂
見
の

事
』
と
し
て
『
御
国
御
郡
中
田
畠
木
庭
寛
文
四
年
よ
り
御
物
成
定
免
に
而
御
座
候
、
凶
年
之
年
は
捨
り
と
被
成
下
候
尤
拾
り
之
義
は
以
前
よ
り

見
分
の
上
、
上
・
中
・
下
三
段
二
歩
刈
と
仕
り
其
村
の
出
来
高
を
積
其
内
に
而
蒔
稲
を
引
又
御
物
成
を
引
候
残
御
物
成
程
無
之
候
時
拾
り
と
被

成
下
候
、
尤
御
物
成
り
一
倍
有
之
候
得
ば
捨
り
不
被
成
候
事
』
と
あ
る
。
即
ち
耕
地
出
来
高
の
四
分
一
免
即
ち
百
分
の
二
十
五
を
納
め
し
め

た
。
出
来
高
の
中
か
ら
蒔
種
を
引
き
、
残
り
の
四
分
の
一
を
納
め
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
な
お
「
公
儀
御
役
人
様
方
御
巡
桧
に
付
御
答
書
」

（
洲
河
家
文
書
）
に
よ
れ
ば
、
『
当
国
の
儀
石
高
極
り
居
不
申
出
来
高
の
内
よ
り
蒔
種
を
引
残
り
高
の
四
分
一
程
を
納
め
候
大
法
に
て
二
つ
半
程

l

の
免
と
申
伝
候
』
と
あ
る
。
例
へ
ぱ
上
々
田
一
間
に
籾
二
十
石
出
来
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
年
に
は
蒔
稲
一
石
を
引
き
、
残
り
十
九
石
の
四
分
の
一

を
貢
租
と
し
て
微
牧
し
た
。
文
下
畠
ー
間
に
麦
二
十
石
出
来
た
年
に
は
蒔
種
五
石
を
引
き
、
残
余
十
五
石
の
四
分
の
一
を
微
牧
し
た
方
法
で
あ

/' 
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対
馬
藩
の
士
地
制
度
と
貢
租

る
。
前
述
の
如
く
対
馬
藩
は
牧
穫
高
を
間
で
表
わ
し
、
こ
れ
に
対
す
る
蒔
高
で
標
準
を
き
め
て
い
た
が
、
そ
の
意
義
は
こ
の
税
法
に
よ
つ
て
う

な
す
く
こ
と
が
出
来
よ
う
。
普
辿
江
戸
時
代
の
税
制
は
石
高
に
よ
っ
て
田
畑
・
屋
敷
地
鋸
に
反
別
の
牧
極
高
の
標
準
を
定
め
、
之
に
対
し
て
段

取
又
は
厘
付
の
方
法
を
以
て
年
貢
を
徽
牧
し
た
が
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
非
常
に
時
代
的
に
遅
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
対
馬
が
山
地
で
交
通
不
便
、

牧
穫
高
が
不
定
な
る
た
め
一
定
の
石
高
に
結
び
得
す
、
従
つ
て
一
定
李
の
貢
租
を
賦
課
し
得
な
い

た
め
で
あ
る
。
出
来
高
を
基
礎
と
し
て
、
蒔
稲
高
を
引
い
て
残
余
の
中
か
ら
四
分
の
一
と
四
分
の
三
の
割
合
で
領
主
と
耕
作
者
が
分
配
せ
る
も

の
で
あ
る
。
但
し
八
郷
中
佐
誰
郷
の
み
は
田
地
が
多
か
っ
た
た
め
か
、
そ
の
田
は
十
分
の
三
の
割
で
あ
っ
た
。
な
お
対
馬
に
於
て
は
口
米
と
い

う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
年
貢
は
精
麦
で
な
く
f

田
物
成
は
籾
を
納
め
、
畠
木
庭
は
粗
麦
を
お
さ
め
た
。

一
間
の
土
地
か
ら
蒔
種
を
差
引
い
た
残
り
は
大
体
四
十
桝
（
畔
丘
矯
桝
）
に
当
っ
た
。
以
前
は
籾
荒
麦
を
董
る
に
は
四
斗
入
壱
俵
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
は
京
桝
に
て
五
斗
七
升
に
当
っ
た
。
そ
の
中
で
十
俵
納
め
る
の
を
『
す
く
み
』
と
い
い
、
『
十
成
』
と
も
い
い
、
百
文
加
地
子
と
も

い
っ
た
。
十
一
俵
細
め
る
の
を
十
一
成
り
と
も
百
十
文
加
地
子
と
も
い
っ
た
。
九
俵
納
め
る
の
を
九
成
り
と
も
、
九
十
文
加
地
子
と
も
い
つ

た
。
四
十
俵
で
十
俵
が
標
準
で
あ
る
の
は
、
納
税
の
割
合
が
牧
稜
高
の
四
分
の
一
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
記
の
如
く
間
尺
の
法
に
て
一
間

の
四
分
の
一
を
一
尺
と
い
う
の
も
つ
ま
り
作
得
の
四
分
の
一
を
納
め
る
所
か
ら
来
て
い
る
。

対
馬
に
於
て
は
後
、
籾
荒
麦
は
京
桝
に
て
董
る
こ
と
と
な
り
、
五
斗
七
升
俵
を
五
斗
俵
と
し
、
物
成
五
拾
俵
を
納
め
た
村
は
五
拾
七
俵
納
め

る
様
に
な
り
＇
以
来
は
国
中
一
統
に
京
桝
ば
か
り
用
い
る
に
至
っ
た
（
覚
害
）
。

百
姓
は
公
役
銀
な
る
負
担
を
年
貢
の
外
に
負
う
た
。
公
役
銀
は
又
『
頭
銀
』
と
も
云
い
、
寛
文
年
間
大
浦
権
太
夫
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

し
か
も
灌
漑
が
悪
く
、

生
涯
力
が
低
く
、

... ，，ヽ
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一七

た
。
こ
れ
以
前
は
公
役
と
称
し
て
百
姓
よ
り
領
主
の
台
所
用
、
諸
役
方
入
用
の
諸
色
即
ち
大
豆
・
辛
子
・
煙
草
・
椎
茸
・
千
鰯
・
千
烏
賊
・
若

和
布
・
板
・
屋
板
・
木
材
を
現
物
を
も
つ
て
納
入
し
て
い
た
の
を
改
め
て
、
寛
文
一
一
一
年
よ

b
代
銀
納
め
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
所
に
於
け
る
小

物
成
に
当
る
。

そ
の
始
め
は
銀
七
十
貰
文
で
あ
っ
た
が
、
後
七
十
一
・
ニ
貫
文
と
な
り
、
時
に
多
少
の
増
減
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
割
賦
の
法
は
四
分
の
三
を

八
郷
百
姓
の
数
に
分
賦
し
、
四
分
の
一
は
公
領
地
の
間
数
に
按
分
し
て
課
し
た
。
こ
の
後
者
を
、
故
に
四
分
の
一
銀
と
も
い
っ
た
。
「
佐
臨
家

文
書
」
に
は
次
の
如
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

八
郷
公
役
銀

八
瑯
の
百
姓
共
年
々
納
め
候
銀
を
公
役
銀
と
申
候
は
昔
へ
よ
り
府
内
御
用
の
諸
色
を
百
姓
の
公
役
に
て
相
納
候
を
寛
文
五
年
に
銀
高
七
十
貫
匁
に
相

極
り
、
諸
色
は
代
銀
相
定
り
諸
色
を
多
く
納
候
へ
ば
現
銀
を
少
＜
納
め
、
諸
色
を
多
く
納
め
候
得
ば
現
銀
を
多
く
納
め
堅
く
成
、
公
役
の
代
り
に
差
上

げ
候
銀
を
公
役
銀
と
申
し
候
』

か
つ
て
は
諸
色
を
以
て
納
め
た
も
の
な
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ら
う
。
『
此
銀
高
割
付
之
格
四
分
の
三
を
八
郷
百
姓
の
数
に
割
付
四
分
一
を
八

郷
地
方
現
間
の
高
に
割
付
け
申
候
両
様
合
公
役
銀
と
申
候
者
現
間
四
分
の
一
の
割
付
は
給
人
領
・
足
軽
領
・
寺
社
領
・
穂
見
所
・
水
損
所
を
引

除
残
る
現
間
に
割
付
條
故
地
方
銀
と
も
巾
し
候
、
公
役
銀
四
分
の
一
に
而
御
座
候
故
四
分
の
一
銀
と
も
申
候
』
元
来
こ
の
公
役
銀
は
昔
府
内
御

用
の
諸
品
を
百
姓
の
公
役
と
し
て
納
め
て
い
た
の
を
現
銀
に
引
匝
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
諸
品
を
納
め
る
と
き
は
之
を
差
引
い
た
。
故
に

久
田
・
尾
浦
•
安
神
・
南
室
・
小
浦
の
五
ケ
村
は
御
台
所
御
厩
人
足
を
勤
め
、
夏
秋
の
馬
草
を
も
納
め
．
黒
瀬
・
竹
敷
・
濃
部
・
大
船
越
・
久
須

保
・
緒
方
の
六
ケ
村
は
御
台
所
に
肴
物
を
納
め
、
叉
夏
秋
の
馬
草
を
も
納
め
た
か
ら
、
こ
の
十
ー
ケ
村
は
公
役
銀
割
付
の
外
に
成
つ
て
い
た
。
百

=＝o 
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姓
は
対
馬
に
於
て
は
均
田
を
請
持
つ
独
立
農
民
で
あ
る
が
、
こ
の
公
役
銀
は
『
埴
面
を
請
持
候
百
姓
壱
人
之
当
り
前
』
は
三
十
五
匁
程
で
あ
っ

た
。
し
か
し
『
有
附
悪
敷
者
之
少
＜
納
め
候
分
を
有
附
好
き
者
よ
り
鋸
た
納
候
故
に
人
に
よ
り
多
少
御
座
候
諸
色
を
納
候
分
は
代
銀
之
積
り
御

。
（
御
巡
検
使
御
尋
井
に
御
）

答
害
、
享
保
二
年
五
月

座
候
而
現
銀
之
引
方
に
成
巾
候
と
可
被
申
上
候
』
と
あ
る
。
有
附
悪
敷
百
姓
は
二
拾
匁
、
よ
き
は
四
掛
匁
で
あ
っ
た

各
地
の
給
人
は
御
年
貢
麦
の
外
は
極
め
て
小
額
の
『
地
方
銀
』
を
引
き
う
け
た
に
す
ぎ
ぬ
が
、
足
軽
以
下
の
も
の
は
肝
煎
・
百
姓
も
皆
御
年

（
御
年
貢
、
公
役
銀
、
贔
）
百
姓
が

銀
押
印
帳
、
大
浦
文
書

貢
麦
の
外
、
公
役
銀
・
小
払
銀
を
お
さ
め
、
叉
別
に
麦
に
て
二
斗
五
合
前
後
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

減
じ
て
も
公
役
銀
は
別
に
減
す
る
こ
と
な
く
、
百
姓
が
増
し
て
も
公
役
銀
は
別
に
増
加
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
『
国
法
を
背
鼈
を
被
潰
候
者
は

小
払
銀
と
い
う
の
は
村
K

に
於
て
草
嗅
匡
・
紙
代
並
草
使
家
炭
薪
・
草
使
家
修
埋
共
外
年
中
取
造
り
の
雑
用
銀
で
あ
っ
た
。
叉
別
に
草
使
・
御

害
手
・
壱
番
年
中
の
飯
料
が
あ
っ
た
。
草
使
は
つ
ま
り
郷
々
よ
り
そ
の
生
活
費
を
負
担
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

給
人
は
城
下
に
居
住
せ
す
、
在
郷
の
ま
さ
中
泄
的
な
姿
を
も
つ
て
土
着
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
寛
文
十
一
年
以
来
城
下
の
勤
役
の
代
償
と
し

て
、
間
銀
と
称
す
る
一
定
の
役
銀
を
納
入
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
給
人
の
間
銀
と
い
う
の
は
、
大
体
、
銀
二
貰
匁
を
無
役
の
給

人
に
分
賦
し
て
上
納
せ
し
め
た
も
の
を
云
う
。

触
番
薪
な
る
も
の
は
一
ケ
年
三
千
五
百
疋
で
あ
っ
た
。
但
し
一
疋
は
十
二
貰
で
あ
っ
た
。
此
薪
は
使
用
残
り
を
売
却
し
、
郷
中
用
銀
に
繰
入

れ
し
め
た
。
郷
中
用
銀
は
第
一
に
他
国
よ
り
売
出
す
大
豆
の
府
内
売
よ
り
高
値
な
る
場
合
は
其
端
銀
を
こ
れ
に
繰
り
入
れ
た
。
第
二
に
触
番
薪

の
使
用
残
り
を
売
却
し
、
そ
の
代
金
を
繰
入
れ
た
。
第
三
に
他
国
へ
出
す
薪
へ
五
尺
縄
の
も
の
五
貰
の
定
式
な
る
を
四
貰
牛
と
し
て
五
貰
分
の

代
金
を
取
り
、
差
引
牛
貰
文
を
御
用
銀
に
繰
入
れ
た
。
こ
れ
を
『
牛
貰
薪
』
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
元
株
・
宝
永
の
猪
狩
の
費
用
と
し
て
設
け
ら

其
時
の
公
役
銀
引
方
に
被
申
付
候
』
と
あ
る
。

h
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九

れ
た
遺
法
で
あ
る
。
瑯
中
用
銀
は
鉄
砲
製
造
そ
の
他
郷
村
に
て
の
維
費
に
あ
て
た
。
又
郷
蔵
・
鉄
砲
・
村
民
病
気
の
時
の
人
蕊
代
、
又
は
牛
馬

・
船
・
農
具
等
の
費
用
即
ち
郷
中
用
と
し
て
農
民
の
薪
、
大
豆
の
売
上
高
に
対
す
る
運
上
、
叉
公
用
に
納
入
す
る
薪
の
代
銀
と
し
て
賦
課
せ
る

•

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
元
緑
十
三
年
に
始
め
ら
れ
た
。
右
の
中
大
豆
銀
は
二
年
間
で
廃
止
と
な
っ
た
。

特
別
税
と
し
て
は
出
蓮
上
・
釣
運
上
・
入
港
碇
銭
・
諸
浦
税
が
あ
っ
た
。
百
姓
か
ら
運
上
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
『
山
よ
り

取
出
し
候
諸
色
井
海
草
之
類
又
は
つ
り
揚
げ
の
魚
に
は
運
上
と
申
儀
無
御
座
百
姓
よ
り
商
人
売
渡
し
商
人
よ
り
他
国
へ
売
出
候
時
府
内
浦
之
番

所
に
運
上
を
出
申
由
に
御
座
候
』
と
あ
る
。
し
か
し
て
『
泉
州
佐
野
の
者
鰯
を
引
揚
げ
候
為
に
請
居
候
四
拾
三
洞
の
外
の
浦
に
而
網
に
引
揚
げ

候
魚
を
繭
人
に
売
渡
餃
に
は
代
銀
の
三
分
の
一
を
運
上
に
出
し
申
候
、
江
豚
を
取
立
込
候
而
取
揚
候
に
は
代
銀
の
三
ケ
壱
を
運
上
に
出
、
寄
鯨

は
三
歩
二
を
運
上
に
出
し
申
候
と
可
被
申
上
候
』
と
あ
る
。
出
運
上
は
つ
ま
り
領
外
輸
出
税
で
、
時
価
の
一
割
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
貿
易
の
た
め
に
は
商
品
輸
送
の
労
力
を
必
要
と
し
た
が
、
こ
れ
は
『
本
戸
』
と
し
て
の
百
姓
の
公
役
に
ま
っ
た
し
、
陸
路
交
通
が
不
便

な
た
め
、
貢
租
た
る
麦
・
飼
料
・
触
番
薪
を
小
船
に
よ
つ
て
府
内
に
ま
で
運
搬
す
る
必
要
が
あ
り
、
治
水
や
猪
鹿
狩
・
信
使
・
上
使
・
参
観
に

も
公
役
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
水
夫
公
役
・
送
り
公
役
・
漕
船
公
役
が
こ
れ
で
あ
る
。
又
百
姓
は
宗
氏
が
参
観
交
替
に
て
上
下
す
る
場

合
の
水
夫
に
召
仕
わ
れ
た
。
『
領
主
参
観
上
下
之
水
夫
に
被
召
遣
候
に
付
飯
米
の
上
に
賃
銀
三
十
匁
づ
つ
被
申
付
国
中
に
て
夫
遣
に
は
勤
方
の

品
に
よ
り
或
は
一

H
壱
人
白
米
四
合
五
勺
或
は
五
合
六
合
壱
升
或
は
壱
升
壱
二
合
又
麦
壱
升
被
申
付
候
倣
も
御
座
候
』
と
あ
る
（
覚
害
）
。

叉
村
々
に
は
備
蓄
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
備
蓄
に
関
し
て
は
各
池
に
記
録
が
多
い
が
、
大
浦
乱
氏
宅
に
は
と
り
わ
け
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
あ

っ
た
。
『
用
心
石
物
備
の
事
』
と
あ
る
規
定
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
も
亦
あ
る
意
味
で
百
姓
の
負
担
で
あ
っ
た
。

豊
熟
の
間
に
は
秋
風
洪
水
も
あ
る
か
ら
、
用
心
穀
物
備
蓄
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
も
の
で
『
豊
年
之
余
穀
は
則
此
跡
凶
作
に
差
し
足
し
て

対
馬
藩
の
士
地
制
度
と
貢
租

， 



対
馬
藩
の
士
塩
制
度
と
貢
租

天
よ
り
余
分
を
御
与
被
下
処
と
心
得
謹
而
難
有
皆
面
々
に
其
年
の
余
分
を
翌
年
に
相
儲
握
き
候
様
』
と
申
し
て
い
る
。

郷
蔽
用
の
村
備
の
取
立
を
文
化
七
庚
午
年
十
月
の
「
儲
蓄
穀
物
御
年
貢
麦
三
歩
方
村
備
帳
」
に
よ
っ
て
見
る
に
、
豊
崎
郷
の`
比
田
膀
村
と
古

里
村
で
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

（
豊
崎
町
豊
村
、
大
浦

iiL家
文
書
）

『

覚一、
麦
高
麦
参
拾
俵

右
は
儲
蓄
穀
物
村
備
の
分

一
、
麦
九
石
八
斗
九
升
七
合
―
―
一才
一――

但
俵
に
メ
拾
五
俵
と
一一一斗
九
升
七
合
一一一才一――

右
者
御
年
貢
麦
之
内
一＝
歩
方
村
備
取
立
之
分

『

覚一、
麦
―
―
一拾
壱
俵
と

一
斗一

一升

一
、
九
銭
五
拾
五
匁
八
分
一
り

右
は
儲
蓄
備

一
、
麦
八
石
一一一斗
九
升
六
合
一

一勺
壱
才
八

右
は
御
本
石
之
内
一
＝
歩
方
村
備

叉
豊
崎
郷
の
泉
村
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
で
あ
る
（
文
化
七
年
）
。

午
十
月
九
日

大

浦

惣

四

郎

殿

仝
俵
数
四
拾
八
俵
と
壱
斗
万
升
一

一合

一
勺
一
オ
八

右
の
通
り
取
立
居
申
候

以
上

十
月
九
日

大

浦

惣

四

郎

殿

以
上
の
文
言
中
九
銭
と
あ
る
が
、
対
馬
の
文
書
中
に
は
九
銭
と
書
か
れ
た
も
の
が
多
い
。
九
銭
と
は
九
拾
文
銭
壱
匁
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

翌
州
の
通
用
銭
で
あ
る
。
ま
た
六
銭
と
い
う
の
は
六
拾
文
壱
匁
の
銭
で
あ
る
。
（
靡
麟
疇
応
醤
）

（
本
稿
は
近
世
庶
民
史
料
調
査
委
員
会
の
史
料
採
訪
賓
に
よ
っ
て
研
究
せ
る
も
の
で
あ
る
。
）

肝

入

林

泉
村
下
知
役

比

田

勝

下
知
役

比

田

勝

伝

十

郎
』

平

⑲

長

兵

衛
』

右
之
逍
村
備
に
取
立
仕
居
申
候
以
上

比
田
勝
古
里
村
肝
入

善

十

郎

四
〇




